
解答・解説  
 

解答 解説 

× １ 

 〇急に向きを変えたり、道路を渡ることは大変危険です。 

  必ず左右後方の安全を確かめて、他の車両や歩行者の動きに注意しましょう。 

 【道路交通法第70条 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金(過失10万円以下の罰金)】 

 〇歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれのあるときは、横断等をしてはな 

 らない。  【道路交通法第25条の２第１項 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金】 

× ２ 

 〇自転車を駐車するときは、歩行者や他の車両の通行の妨げにならないようにしなけれ 

 ばいけません。 

 〇点字ブロックの上や近くには駐車しないようにしましょう。 

  近くに自転車駐車場がある場合は、自転車をそこに置くようにしましょう。 

                  【交通の方法に関する教則第３章第２節４(６)】 

× ３ 

 〇自転車は軽車両です。車道通行が原則で車道は左側を通行しなければいけません。 

     【道路交通法第17条第１項・第４項 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金】 

  自転車は道路の左側端に寄って通行しなければいけません。 

                           【道路交通法第18条第１項】 

 〇車道左側にある普通自転車専用通行帯を通行しなければいけません。 

  なお、普通自転車専用通行帯がある場合、その通行帯を通行しなければいけません。 

                  【道路交通法第20条第２項 ５万円以下の罰金】 

 〇なお、路側帯を通行する場合は、車道左側の路側帯を通行することができます。 

  歩行者用の路側帯は通行することはできません。 

                         【道路交通法第17条の２第１項】 

  また、路側帯では、歩行者の通行を妨げてはいけません。 

            【道路交通法第17条の２第２項 ２万円以下の罰金又は科料】 

× ４ 

 〇自転車は車道通行が原則、歩道は歩行者が優先です。 

 〇歩道を通行することができる例外 

  ①道路標識や道路標示によって歩道を通行できることとされているとき 

  ②13歳未満の子供や70歳以上の方、車道通行に支障がある身体の不自由な方 

  ③車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行 

  することがやむを得ないと認められるとき    

                         【道路交通法第63条の４第１項】 

※本資料の「自転車」とは、普通自転車を示します。 



  ＜③の例示＞ 

    道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難 

   な場所を通行する場合 

    著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越し 

   をしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合 

                  【交通の方法に関する教則第３章第２節１(4)ウ】 

 〇歩道を通行するときは、歩道の車道寄り又は指定された部分を徐行し、歩行者の通行 

 の妨げとなる場合は、一時停止しなければいけません。 

            【道路交通法第63条の４第２項 ２万円以下の罰金又は科料】 

× ５ 

 〇横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者 

 の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。 

                   【交通の方法に関する教則第３章第２節１(5)】 

 〇なお、自転車横断帯がある場所の付近や交差点に自転車横断帯があるときは、その自 

 転車横断帯を通らなければなりません。 

      【道路交通法第63条の６､第63条の７第１項 ２万円以下の罰金又は科料】 

× ６ 

 〇一時停止の道路標識がある交差点では、その交差点の(停止線がある場合は停止線の) 

 直前で一時停止しなければいけません。 

  この場合、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはいけません。 

【道路交通法第43条 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金、(過失10万円以下の罰金)】 

× ７ 

 〇信号機のない交差点を右折する場合は、あらかじめその前からできる限り道路の左側 

 端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません。  

  信号機のある交差点では、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、自転車から 

 降りて向きを変え、前方の信号が青色になってから進みます。 

              【道路交通法第34条第３項 ２万円以下の罰金又は科料】 

                  【交通の方法に関する教則第３章第２節３(3)イ】 

× ８ 

 〇自動車は、構造上、運転者の左右斜め前又は後ろ部分が「死角」となり見えていない 

 ことがあります。後方を走る自転車に気付かず急に曲がることがありますので、特に交 

 差点付近では、巻き込まれないように自動車の動きに注意しましょう。 

 〇自動車が右左折する際、前輪が通ったところよりも後輪が内側を通る「内輪差」が発 

 生します。特に大型車では、内輪差が大きくなり十分離れていたのに巻き込まれてしま 

 うという事故が起こり得ます。 



  左折する車を認めた場合は、車を先に左折させるなどして、左側方には絶対に入らな 

 いでください。 

 〇左折又は右折しようとする車両が左側端又は中央に寄ろうとして合図をした場合は、 

 その後方にある車両は、その合図をした車両の進路の変更を妨げてはいけません。 

                  【道路交通法第34条第６項 ５万円以下の罰金】 

× ９ 

 〇傘差し運転は不安定となり前が見えないなど危険です。 

  スマートフォンを使いながら、イヤホーン等で音楽を聴きながらの運転は、周囲の状 

 況が分からず、見えないので危険です。 

  ベル（警音器）を備えず又はその機能が十分でない自転車を運転してはならない。 

  この他にも、物をかついだり、物を持つなどして、視野を妨げたり安定を失うおそれ 

 のある方法で自転車を運転してはいけません。 

              【埼玉県道路交通法施行細則第10条 ５万円以下の罰金】 

 〇自転車の二人乗りは、バランスを崩して転倒するおそれがあるなど危険です。 

          【埼玉県道路交通法施行細則第８条 ２万円以下の罰金又は科料】 

 〇夜間は必ずライトを点灯させましょう。 

                  【道路交通法第52条第１項 ５万円以下の罰金】 

 〇ブレーキを備えていない又は不備、反射器材を備えてない自転車を運転してはいけま 

 せん。 

            【道路交通法第63条の９第１項､第２項 ５万円以下の罰金】 

 〇自転車の並進走行は禁止です。   

                 【道路交通法第19条 ２万円以下の罰金又は科料】 

  並進可の標識がある道路では、２台までに限り並進することができますが、県内に並 

 進可の標識はないので、県内の道路で並進することはできません。 

                            【道路交通法第63条の５】 

 〇ベル(警音器)は、標識で指定されている場合においては、鳴らさなければならない。 

                  【道路交通法第54条第１項 ５万円以下の罰金】 

  なお、標識で指定されている場合や危険防止上やむを得ないとき以外は、みだりに鳴 

 らしてはならない。     

              【道路交通法第54条第２項 ２万円以下の罰金又は科料】 

  特に、歩道上は歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止し 

 なければいけませんので、みだりに歩行者に鳴らしてはいけません。     



× 10 

 【交通事故を起こした（遭った）場合の義務】 

 ①負傷者の救護義務･･･ケガ人がいる場合は、119番通報して救急車を呼びましょう。 

 ②危険防止措置義務･･･自分の安全を確保した上で、自転車等を安全な場所に移動させ  

           るなど、二次被害を防止しましょう。 

 ③警察への通報義務･･･110番通報をするなど警察へ通報しましょう。 

 〇連絡先の交換･･･身分証を確認するなど、お互いに連絡先を交換しましょう。 

 相手が「大丈夫」と言って立ち去った場合やお互いに合意したと思えても、「逃げた」

などと主張されトラブルに発展することがあります。現場から110番通報をしましょう。 

 負傷者の救護をせず警察に通報しないで逃走すると「ひき逃げ」として罰せられます。         

 救護義務違反【道路交通法第72条第１項前段 １年以下の懲役又は10万円以下の罰金】 

 事故不申告 【道路交通法第72条第１項後段 ３月以下の懲役又は５万円以下の罰金】 

 〇普通自転車とは、 

  車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないもの。 

             【道路交通法第63条の３前段、道路交通法施行規則第９条の２の２】 

   ・長さ190㎝以内および幅60㎝以内   

   ・四輪以下の自転車である 

   ・側車をつけてない（補助輪は側車でない） 

   ・運転席が一つで、それ以外の乗車装置がない（幼児用座席は除く） 

   ・ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある 

   ・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない 

 〇「普通自転車」以外の「自転車」は、主に、 

   ・例外なく、歩道を通行することができない 

   ・スクールゾーンなどの規制区間を通行することができない 

   ・補助標識「自転車を除く」が適用されない 

 など、普通自転車との違いがある。  

 

 

※本資料は、自転車の安全利用を目的に作成したものです。道路交通法等の法令解釈、違反行為を問うものではありません。 

埼玉県警察 


